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第１章 立地適正化計画について 

１－１．計画策定の背景と目的 

余市町では、人口減少・少子高齢化社会の進行、経済・社会情勢の変化に伴う地方財

政の逼迫化、後志自動車道の延伸など都市をとりまく状況の変化に加え、町の最上位計

画である「第５次余市町総合計画（令和４～令和１３年）」に合わせ、まちづくりの方

針を再検討する必要性が生じています。 

このため、今後においても持続可能な都市運営を可能とし、コンパクトなまちづくり

と公共交通ネットワークの連携を進めるため、都市再生特別措置法第８１条の規定に基

づく「立地適正化計画」を策定します。 

立地適正化計画は、我が国における人口の急激な減少と高齢化を背景に、医療・福祉

施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通に

よりこれらの生活利便施設等にアクセスできる「コンパクト・プラス・ネットワーク」

の都市構造を形成することを目的に創設した制度です。 

 

■立地適正化計画の概要 

 

  

⽤途地域 

⼈⼝が減少しても⼀定の
エリアにおいて⼈⼝密度を
維持することにより、⽣活
サービスや地域コミュニティ
が持続されるよう、居住を
維持・誘導する区域 

⽴地適正化区域 ＝ 都市計画区域 

都市機能誘導区域 
医療・福祉・商業
等の都市機能を
まちの中⼼部に維
持・誘導する区域 

居住誘導区域 

商業 

役場等 

バス停 

【立地適正化計画に定める事項】 

１．まちづくりの方針 

２．目指すべき都市の骨格構造と誘導方針の検討 

３．都市機能誘導区域及び居住誘導区域の設定 

４．誘導施設及び誘導施策、防災指針、並びに目標の設定 

【都市機能誘導区域・居住誘導区域のイメージ】 

 ⽴地適正化計画の対象区域＝都市計画区域 

⽤途地域 



第１章 立地適正化計画について 
  

 2 

１－２．計画の位置づけ 

本計画は、「余市町都市計画マスタープラン」の一部として位置づけられます。 

余市町のまちづくりの最上位計画である「第５次余市町総合計画」や、北海道が都市

計画区域ごとに都市計画の方針を定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン）」を上位計画とし、商業、医療、福祉、公共交通、防災

等の他分野の関連計画との連携及び整合を図るものとします。 

 

■各種計画との関連性 

 

  

第５次余市町 

総合計画 

（Ｒ４～Ｒ１３） 

北海道が定める「都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針」 

通称：都市計画区域マスタープラン 

＝区域マス 

・余市町地域防災計画 

・余市町強靭化計画 

・余市町下水道中期ビジョン 

・余市町水道ビジョン 

・余市町観光振興計画 

・農村滞在型余暇活動機能整備計画書 

・余市町森林整備計画 

・第９期余市町高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画 

・第７期余市町障がい者計画・障がい福祉計

画及び第３期余市町障がい児福祉計画 

・余市町地域公共交通計画 

・余市町公共施設等総合管理計画 

・余市町男女共同参画計画（改定版） 

・余市町過疎地域持続的発展市町村計画 

・その他の関連計画 

余市町都市計画 

マスタープラン 

（都市計画に関する 

基本的な方針） 

 

余市町立地 

適正化計画 

都市計画の決定・変更 

事業や個別計画の実施 

整合・ 

連携 

即
す
る 

即
す
る 

余市町立地 

適正化計画※
 

※立地適正化計画の一部は、都市計画マ

スタープランの一部とみなされます

（都市再生特別措置法第８２条） 
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１－３．計画の対象区域 

余市町立地適正化計画の対象区域は、余市町都市計画区域２,１８７ha の区域を対象

とします。 

 

■余市町立地適正化計画対象区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－４．計画期間 

計画期間は、令和６年（２０２４年）度から令和２５年（２０４３年）度の２０年間

とします。また、社会情勢の変化や、余市町の都市の動向を考慮し、状況に応じて見直

しを行っていくこととします。 

 

0 １ｋｍ 

 

 

 ２,１８７ha 




